
国民健康保険財政運営の今後の見通し

【現行】 単位：千円

年度 令和30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

現行の税率 7.9% 7.4%

保険税（現年） 2,767,680 2,676,870 2,652,867 2,601,482 2,553,236 2,525,200 2,485,738 2,446,893 2,403,222 2,363,329 2,324,648

決算剰余金 270,642 330,183 291,002 397,226 542,146 326,626 164,686 △ 10,737 △ 180,231 △ 277,821

財調基金残高 2,298,808 2,434,382 2,599,526 2,745,080 2,943,746 3,214,872 3,542,924 3,614,583 3,434,405 3,156,637

国保制度改正 ×基金取崩 基金取崩⇒

県基金投入額 25.0億円 12.0億円

当初予定額 33.0億円 30.7億円

基金投入後 31.5億円 30.0億円

増減額 △1.5億円 △0.7億円

【改正】

年度 令和30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

改正後の税率 7.9% 7.4% 6.4% 　※県が算出する市町村標準保険料率（所得割率）6.42％に準拠

2,379,456 2,342,271 2,305,668 2,264,517 2,226,926 2,190,477

△ 145,744 △ 143,467 △ 141,225 △ 138,705 △ 136,403 △ 134,171

決算剰余金 396,402 110,287 △ 84,708 △ 231,785 △ 316,634 △ 411,992

財調基金残高 2,943,746 3,142,000 3,112,488 2,880,756 2,564,175 2,152,236

国保制度改正 基金取崩⇒

納付金
（市町から県

に納付）

保険税（現年）

資料１

未定（毎年、県・市町と協議し、県基金投入額を決定）

令和４・５年度の県基金投入

による激変緩和措置により、

納付金が減額となったため、

昨年度に改正した現行税率で

は、令和５年度からの基金取

崩は不可。

国保税率（医療給付費分の所得割率）を現行7.4％から6.4％に引き下げ、当面は、財政調整基金を活用した財政運
営を行うことで、被保険者の税負担を軽減する。


